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ふれあい月間を迎えて 
生活指導主任 渕脇 稔尚 

 いつも、本校の教育活動に御理解・御協力いただきありがとうございます。上小の教育活動が再開

してから今月で 5 ヵ月が経ちました。保護者のみなさんの御協力の下、子供たちは毎日元気に学校に

登校しています。新型コロナウイルス感染症対策にも御協力いただき、感謝申し上げます。 

さて、今月は子供たちの生活面を中心とした観点から学校が取り組んでいる活動をお伝えします。

現在、新型コロナウイルスの感染症対策を行いながら、子供たちが安全に安心して学校に来ることが

できるように様々な取り組みを行っています。登校時に学年ごとに列を作って校庭に並ぶことや、健

康観察カードの確認、給食の配膳の工夫や分散での清掃活動の実施、手洗いの徹底やアルコールの使

用、休み時間に校庭で遊ぶ人数の調整などを行っています。登校については保護者方に見守っていた

だくことで、子供たちは安全に登校できています。 

一方、課題もあります。下校時に遠回りをしていたり、道いっぱいに広がって歩いていたり、横断

歩道のないところを道路の反対側に渡ったりする児童がいます。地域の方や保護者のみなさんに危険

な行為は注意していただいていますが、まだ報告を受けることがあります。御家庭で子供たちが約束

を守って登下校できているか御確認ください。 

11 月は練馬区内の全小中学校が取り組む『ふれあい月間』です。子供たちがいじめについて改めて

考えることを通して、いじめを許さない心をもち、明るく楽しい生活を送れるようにするために、学

校全体で真剣に考え、行動する期間です。今年度は『いじめ撲滅宣言』を全児童が考えることになっ

ています。宣言を書き込む用紙を持ち帰りますので、御家庭で一緒に宣言の文章を考えていただきま

す。提出後に学年の代表作品を選び区に提出する予定です。また、毎年行っている上中との挨拶運動

やペットボトルキャプ回収も行います。活動に御協力いただき、子供たちの健やかな成長を見守りた

いです。 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

学校への電話連絡について 

 現在、本校では固定電話、携帯電話含めて下記の３回線を使用しています。 

① ０３－３９２０－０８０５  ② ０３－３９２０－０８０４  ③０８０－７２４９－３００８ 

授業日の繋がる時間帯は平日７：４５～１８：３０、土曜授業日７：４５～１３：００となっております。 

長期休業中は８：１５～１６：４５です。上記以外の時間は、①と②の固定電話は応答メッセージ機能に 

よる対応、③の携帯電話は、繋がらない状態となりますので御承知おきください。 

なお、欠席連絡の際は午前７：４５～午前８：１５の時間をめどにかけてくださるようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 ～ やさしさ  かしこさ  たくましさ ～ 

１１月行事予定 

１（日）開校記念日 

２（月）あいさつ運動始 

４（水）就学時健康診断 

土曜時程 4時間授業 下校 12:45  

 ６（金）あいさつ運動終 

９（月）委員会（11月分） 

10（火）視力検査 6年 

12（木）視力聴力検査 5年 

13（金）視力検査 4年 

14（土）学校公開 金曜時間割 4時間授業 

16（月）読書旬間始 

 17（火）1年 1組以外 4時間授業 
視力聴力検査 3年 

18（水）心臓検診 1年 

19（木）歯科検診 3,4年 

20（金）就学時健康診断欠席者対応日 

 24（火）視力聴力検査 2年 

25（水）視力検査 1年 

26（木）聴力検査 1年 

27（金）避難訓練 煙体験 5年 

28（土）土曜授業日（学校公開なし） 

30（月）委員会（12月分） 

１２月行事予定（前半） 

１（火）保護者会（5,6年） 

【5時間授業 5,6年】 

２（水）4年 2組以外 4時間授業 
３（木）保護者会（1,2年） 

４（金）読書旬間終 

７（月）保護者会（3,4年） 

【2～6年 5時間授業】 

10（木）歯科検診（5,6年） 

11（金）上中見学会（6年） 

12（土）学校公開 月曜時間割 4時間授業 

    防犯教室（1年） 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

相談室から 

相談室は、みなさんが充実した学校生活を送れるようにお手伝いをするためにあります。困っていることな

どがあれば、気軽に利用してください。相談室の場所は、２年１組の隣です。相談できる時間は、中休み、昼

休み、放課後です。（放課後は保護者と先生の許可が必要です）予約の取り方は、担任の先生または相談員に話

すか、相談室前の予約票に記入して申し込めます。 

本年度はスクールカウンセラーのＭとＳと心のふれあい相談員のＹが担当しています。どうぞよろしくお願

いいたします。 

また、保護者の皆様からも相談を受け付けております。お子様によりよい学校生活を送って頂くためにも学

校生活や学習のこと、家庭での様子等、気がかりなことがございましたらお気軽に相談室を御活用ください。

来室予約を取って頂けますと、ゆっくりとお話しできます。職員室（副校長）、保健室又は担任の先生を通じて

のお申し込みも受け付けております。 相談室直通携帯電話 ０８０－２０１２－１６９２ 

【自己紹介】 
＜スクールカウンセラー＞ 

   Ｍ        臨床心理士  

毎週木曜日に担当しています。相談、おしゃべり、塗り絵など、みなさん思い思いの形で相談室を利用し

ています（※相談の子がいる時には塗り絵などはできません）。相談室が開いているときには気軽にお話にき

てください。保護者の皆様も気になることがありましたら、お気軽に御相談ください。 

   Ｓ        臨床心理士 

 毎週金曜日に担当しています。最近は２、３年生のみなさんからの相談が多いです。ほかの学年のみなさ

んも気軽にお話しに来てほしいです。保護者様には、相談日までお子様の様子を見るためにも相談予約をお

取りして頂きたいと思います。 

   Ｙ    心のふれあい相談員 

  毎週月曜日と火曜日に担当しています。相談予約がない中休みと昼休みは相談室を開放してお子さんたち

と塗り絵や折り紙などをして楽しく過ごしています。どんな些細な事でも、お話に来て、モヤモヤしたりイ

ライラしたりする気持ちを少しでも軽くするお手伝いができればよいなと思っております。 

１１月の生活目標  友だちと力を合わせよう 

各学年では、10月から 11月に向けて学年行事に取り組んでいます。素晴らしい学年行事にするために

は、一人一人がお互いのことを思いやり、認め合う心が大切です。友達の良いところをたくさん見付けら

れるよう、言葉がけをしていきます。新型コロナウイルス感染防止の観点から、運動会や学芸会が中止と

なり、行事が少なくなってしまった今、この学年行事で協力し合う経験を積んでほしいと願っています。 

また、11月は東京都全体で取り組む「ふれあい月間」です。この「ふれあい月間」を通じて学校がより

よい方向に向かえるように取り組んでいきたいと思います。御家庭でも話題にしていただければ幸いで

す。寒さが増す時期となりました。冬期の体育の服装については、寒さが厳しい時は体操着の上にフード

やファスナー、ボタン、金具類のついていないトレーナーを着てもよいとなっています。タイツやレギン

スをはいてきた時は、靴下にはき替えることになっていますので約束を再度御確認ください。 

学年ミニ運動会への取り組みについて ～６年生より～ 

６年生は、１１月１４日（土）の３・４校時の学年ミニ運動会に向けて、組体操の練習に熱心に取り

組んでいます。みんなで一つのものを作り上げる大変さを感じつつ、みんなで成し遂げた達成感を味わ

えるように頑張っています。また、学年ミニ運動会実行委員を中心に、組体操、１００ｍ走の他の種目

を何にしようか話し合い、準備を進めています。組体操では、６年生として身も心も大きく成長した姿、

１００ｍ走では小学校生活ラストランを必死に走りぬく姿、その他の種目では、みんなで協力しながら

和気あいあいと楽しむ姿を御覧いただけることと思います。 

６年生保護者の皆様、ぜひ御来校いただき、子供たちをあたたかく見守ってください。どうぞよろし

くお願いいたします。 


